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本
委
員
会
は
、
９
月
定
例
会
に
提
出

さ
れ
た
平
成
25
年
度
の
各
会
計
決
算
の

議
案
を
審
査
す
る
た
め
の
特
別
委
員
会

で
す
。

　

秩
父
市
議
会
で
は
、
２
年
に
一
度
、

決
算
審
査
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
閉

会
中
に
議
案
審
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
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落
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９
月
定
例
会
で
、
議
会
基
本
条
例
制

定
特
別
委
員
会
の
設
置
に
関
す
る
決
議

が
可
決
さ
れ
、
11
人
の
委
員
が
選
任
さ

れ
ま
し
た
。

　

地
方
分
権
一
括
法
の
施
行
に
よ
り
、

地
方
自
治
体
の
権
限
が
大
き
く
な
る
中
、

議
会
に
は
、
二
元
代
表
制
の
下
で
、
こ

れ
ま
で
以
上
に
市
政
の
監
視
、
調
査
、

政
策
立
案
等
の
機
能
強
化
が
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
秩
父
市
議
会
で
は
、
議

会
の
果
た
す
べ
き
役
割
を
明
ら
か
に
し
、

市
民
と
の
情
報
共
有
を
図
り
、
市
民
の

意
思
を
よ
り
的
確
に
市
政
に
反
映
さ
せ

る
た
め
、
規
範
と
な
る
議
会
基
本
条
例

の
制
定
に
向
け
て
特
別
委
員
会
を
設
置

し
ま
し
た
。

◎
決
議
内
容

１　

本
議
会
に
議
会
基
本
条
例
制
定
特

別
委
員
会
を
設
置
し
、
11
人
の
委

員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

２　

議
会
は
、
特
別
委
員
会
に
対
し
、

議
会
基
本
条
例
に
係
る
調
査
研
究

を
付
託
す
る
。

３　

特
別
委
員
会
は
、
議
会
の
閉
会
中

も
開
催
で
き
る
も
の
と
し
、
議
会

が
本
件
終
了
を
議
決
す
る
ま
で
継

続
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
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◆
所
属
会
派
の
変
更

平
成
26
年
９
月
25
日
付
で
、
竹
内

勝
利
議
員
が
「
清
流
ク
ラ
ブ
」
に
所
属

い
た
し
ま
し
た
。

あ
り
が
と
う

 

ご
ざ
い
ま
し
た

◆
９
月
定
例
会
の
盆
栽
◆

９
月
定
例
会
に
盆
栽
を
提
供
し
て

い
た
だ
い
た
方
は
、
日
本
盆
栽
協
会
秩

父
支
部
の
新
井
清
さ
ん
（
中
村
町
）、

堀
口
正し

ょ
う
い
ち

一
さ
ん
（
大
野
原
）
で
す
。

編

集

委

員

　

９
月
定
例
会
で
は
、
市
民
生
活
に
関

わ
る
重
要
な
案
件
で
、
水
道
料
金
の
増

額
改
定
を
盛
り
込
ん
だ
「
水
道
事
業
給

水
条
例
の
一
部
改
正
」
を
め
ぐ
り
活
発

な
議
論
を
展
開
。ま
た
臨
時
議
会
で
は
、

５
月
の
入
札
不
落
以
降
延
期
と
さ
れ
て

い
た
、
市
役
所
本
庁
舎
お
よ
び
市
民
会

館
の
建
設
に
向
け
た
一
般
会
計
補
正
予

算
が
上
程
さ
れ
可
決
。
こ
の
様
子
は
Ｎ

Ｈ
Ｋ
ニ
ュ
ー
ス
で
も
紹
介
さ
れ
た
。

　

議
案
の
審
議
、
一
般
質
問
、
請
願
に

対
す
る
討
論
等
、
熱
心
に
耳
を
傾
け
る

市
民
が
増
え
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
文

章
だ
け
で
は
真
剣
な
議
論
の
や
り
取
り

を
全
て
お
伝
え
で
き
な
い
。
是
非
議
場

に
足
を
運
び
傍
聴
い
た
だ
き
た
い
。

　

議
会
最
終
日
に
は
、「
議
会
基
本
条

例
制
定
特
別
委
員
会
」
を
設
置
。
更
な

る
議
会
の
充
実
を
目
指
す
こ
と
に
。
今

後
も
議
会
に
関
心
を
お
寄
せ
願
い
た

い
。
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●市議会を傍聴してみませんか●
　12月定例会の予定
日　　　程 議　　　事

11月27日㈭ 開会、議案説明
12月５日㈮ 議案に対する質疑

８日㈪、９日㈫、 一般質問10日㈬
11日㈭ 委員会
16日㈫ 委員長報告、採決、閉会

※　議場は、吉田総合支所の３階です。
※　 日程は、定例会初日に正式に決定されるため、都合により変更

になる場合もありますので、傍聴の際は、議会事務局へお問い
合わせください。

※　委員会の傍聴は、事前に許可が必要です。

各日、午前10時開会予定


